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は じ め に

配偶者や恋人等の親密な関係にあるパートナー又はパートナー

であった人から振るわれる暴力（以下「ＤＶ」という。）は、個人

の尊厳を傷つけ、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。

ＤＶの被害者は圧倒的に女性が多く、このことは、男女が共に対等なパートナーであ

るという意識の欠如、社会的地位や経済力の格差など、今日に至るまでの社会構造が主

な要因となっています。

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るため、国は、平成１３

年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」を制定しました。かつ

ては家庭内の問題として捉えられていましたが、これにより「ＤＶは人権侵害である。」

という認識が社会に定着しました。

本市では、平成２４年に「新座市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画」

を策定し、ＤＶの根絶に向け、これまで各種の施策を積極的に推進してきましたが、当

該計画の計画期間が平成２８年度末で満了することに伴い、この度、「第２次新座市配

偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画」を策定しました。

この計画に基づき、ＤＶの防止から被害者の保護、自立支援に至るまで切れ目のない

施策を推進するとともに、関係機関や民間支援団体とも連携し、配偶者等からの暴力の

ない安心で安全なまちづくりをより一層推進してまいります。

市民の皆様には、この計画の策定の趣旨を御理解いただくとともに、ＤＶを許さない、

見逃さない社会の構築のため、御協力を賜りますようお願い申し上げます。

本計画の策定に当たりまして、貴重な御提言を頂きました新座市男女共同参画審議会

の委員の皆様や、御協力を賜りました市民の皆様に心から感謝を申し上げます。

平成２９年３月

新座市長 並 木 傑
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2


